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令和６年第９回上里町教育委員会定例会 議事日程 

 

日 時 令和６年９月２４日（火）午前 9時 30分 

場 所 上里町役場 ３階 教育委員会室 

 

さわやか 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 議 事 

（１）議案第２３号 令和６年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について 

（２）そ の 他 

     ・上里町教育委員会の事務の管理及び執行に関する点検及び評価報告に 

      ついて 

 

４ 教育長報告 

 

 

 

５ その他の事項 

 

次回の教育委員会日程について    日 時 令和６年１０月  日（ ） 時 分 

                       場 所   

 

６ 閉 会 

 

 

  【 休 憩 】 

 

〇 教育委員会報告・連絡会議 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

令和６年第９回上里町教育委員会会議録  

 招集月日 

会議日程 

招集者及び宣告者 

令和６年９月２４日（火） 

） 開 会    午前９時３０分 

時００分 

 

 教育長 齊藤 雅男 議 長 

閉 会 

教育長 齊藤 雅男 

招集場所  上里町役場 ３階 教育委員会室 

  午前９時５２分 

冶 じ時２６分 
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状
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＜挨拶・開会宣言＞ 

  

 

前回会議録の確認をお願いします。ご質疑等ございましたらご発言願

います。 

 

＜特になし＞ 

 

特にないようですので、前回の会議録につきましては、ご承認いただ

けたものといたします。事務局は手続きをお願いします。今回の会議録

署名委員は、岸本委員にお願いいたします。 

 

それでは、本日の議事に入りたいと思います。本日は、議案が１件と

なります。なお、議案第２３号は、個人情報が含まれる内容であります

ので、会議の内容を非公開といたしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

＜了解＞ 

 

議案第２３号につきましては、会議の内容を非公開とさせていただき

ます。それでは、議案第２３号「令和６年度要保護及び準要保護児童・

生徒の認定について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

 

１．開会 

        教育長 

 

２．前回会議録の承認 

教育長 

 

委員 
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教育総務課長補佐 

 

櫻 井 達 夫 
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吉 村 香 織 

生涯学習課長 
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議案第２３号「令和６年度要保護及び準要保護児童生徒の認定につ

いて」ご説明申し上げます。 

提案理由でございますが、要保護及び準要保護児童生徒を認定し、

学校運営の円滑化を図るため、本案を提出するものであります。 

概要及び内容についてご説明申し上げます。 

はじめに概要でございますが、令和６年８月１６日から９月１３日

までに申請のありました、新規の申請者について、上里町要保護及び

準要保護児童生徒就学援助実施要綱第５条に基づき認定を行いたいも

のであります。 

続きまして、認定内容でございます。認定区分が「準要保護」の新

規２件２名であります。詳細は別紙のとおりです。なお、認定開始は

令和６年９月１日からとなります。 

以上で議案第２３号「令和６年度要保護及び準要保護児童生徒の認

定について」の提案及び内容説明とさせていただきます。 

慎重審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

＜申請者の詳細説明内容・質疑応答の内容は非公開＞ 

 

議案第２３号につきましては、事務局提案のとおり決することでよ

ろしいでしょうか。 

  

＜異議なし＞ 

 

ありがとうございます。議案第２３号は、提案のとおり決定されま

した。続きまして、「その他」ですが、委員の皆様から何かご提案等ご

ざいますか。 

 

＜特になし＞ 

 

特に無いようですので、「上里町教育委員会の事務の管理及び執行

に関する点検及び評価報告について」を事務局から説明させていただ

きます。事務局、お願いします。 

 

「教育委員会の事務の管理及び執行に関する点検及び評価報告書」

について説明させていただきます。 

この報告書は令和５年度に、上里町教育委員会が取り組んだ事業・

取組について、点検及び評価をした結果をまとめたものでございます。 
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今回の事務の点検及び評価に当たっては、その客観性を確保する観点

から、学識経験者の下山彰夫様及び戸口吉雄様の２名にご意見をいた

だき、最終的にまとめたものでございます。 

１ページの「はじめに」をご覧ください。ここに書かせていただき

ましたように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の

規定により、この報告書を作成し議会に提出させていただくものでご

ざいます。 

それでは内容について説明させていただきます。 

１ページ下段、令和５年度の「上里町教育行政重点施策」の基本目

標は、「１確かな学力の育成」から「１０スポーツの推進」までの 

１０項目でございます。この１０項目の基本目標に沿って実施した重

点施策の事業について、具体的にはどのような取組をしたのか、その

結果、どのような成果や課題があったのか、というまとめ方をしてお

ります。 

２ページをご覧ください。ここには、基本目標１「確かな学力の育

成」について、２ページから６ページにわたり、取り組んだ重点施策

を１～５まで挙げ、 その取組に対する評価をそれぞれまとめてござい

ます。時間の関係で全ての取組をご説明できませんので、いくつか取

り上げて説明させていただきます。 

重点施策１「一人一人の学力を伸ばす教育の推進」の部分をご覧く

ださい。大きな四角の中、白丸が主な取組です。白丸の次にある黒点

が具体的な取組です。取組としては、少人数指導などのきめ細やかな

指導の充実、「学力・学習状況調査」を活用した分析と学力向上の取組、

小・中学校９年間を一貫した教育の推進、主体的・対話的で深い学び

の実現に向けた授業改善などがあげられます。 

それについての評価ですが、算数・数学や国語において少人数指導

やティーム・ティーチングを行うことで、つまずいている児童生徒に

対し、個に応じた支援ができました。３ページ目には、「埼玉県学力・

学習状況調査」の分析を載せてあります。このグラフから上里町・埼

玉県共に、小学５・６年国語で伸びの割合が大きいことがわかります。

また、小学６年生の算数は「学力が伸びた」児童生徒の割合が県平均

を上回ることができました。今後、調査結果を分析し、対策を明確に

することで、授業改善に生かしていきます。 

続いて４ページ、重点施策２「新しい時代に求められる資質・能力

の育成」の部分をご覧ください。白丸の２つ目、人的・物的資源等の

効果的な活用についてご説明いたします。上里町では、学校の状況に 
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応じて学習支援員、児童支援員、介助員等の人的資源を配置し、それ

ぞれ教員と連携し、個々の児童生徒のニーズに合ったきめ細やかな指

導を実践しております。 

７ページ、基本目標２「豊かな心の育成について」の８ページ、重

点施策２「いじめ防止対策の推進と生徒指導の充実」をご覧ください。 

白丸の３つ目、「教育相談体制の整備・充実」では、各小中学校で不登

校児童生徒について、全教職員が共通理解を図るため、「教育相談部

会」や「生徒指導部会」を中心に情報共有を図りました。また、家庭

訪問や家庭との連絡を継続的に実施しました。 

１０ページ、基本目標３「健やかな体の育成について」、重点施策２

「体力の向上と学校体育活動の推進」をご覧ください。白丸の３つ目、

１１ページ上段の「部活動指導員の活用などによる体育の授業や運動

部活動の充実」では、児童の体力向上を図るため、全小学校に体育実

技指導員を派遣したり、部活動の充実を図るため、各中学校で部活動

指導員を積極的に活用しました。 

続きまして１３ページ、基本目標４「自立する力の育成について」、

重点施策１「キャリア教育・職業教育の推進」をご覧ください。白丸

の１つ目、地域や産業界などとの連携・協力の推進では、中学１年生

の職場体験を計画・実施することで働くことの意義を理解することが

できました。 

１５ページ、基本目標５「多様なニーズに対応した教育の推進につ

いて」の１７ページ、重点施策４「一人一人の状況に応じた支援」を

ご覧ください。白丸の１つ目、日本語指導が必要な児童生徒への教育

支援の推進では、ポルトガル語とスペイン語の通訳を上里東小学校に

配置することで、保護者と親密な連携を図ることができました。 

１８ページ、基本目標６「質の高い学校教育のための環境の充実に

ついて」の１９ページ、重点施策２「学校の組織運営の改善」をご覧

ください。白丸の２つ目、コミュニティ・スクールの推進では、年４

回程度、学校運営協議会を開催することで、地域・家庭の学校運営へ

の協力体制作りが進みました。 

２０ページ、重点施策４「学習環境の整備・充実」をご覧ください。

白丸１つ目、学習環境の整備・充実では、児童生徒が安全に学べる学

習環境の整備を図るため、老朽化で機能が低下している小中学校の施

設や設備の修繕・改修等を行いました。 

続きまして２２ページ、基本目標７「家庭・地域の教育力の向上に

ついて」、重点施策２「地域と連携・協働した教育の推進」をご覧くだ 
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さい。白丸の１つ目、「学校応援団」の活動の充実では、通学路点検や

登下校の見守りなど、様々な支援を行うことができました。２３ペー

ジに主な学校応援団の取組を掲載しましたのでご確認ください。 

続きまして２４ページ、基本目標８「生涯にわたる学びの推進につ

いて」、重点施策１「学びを支える環境の整備」をご覧ください。白丸

の３つ目、公民館活動の推進では、「ふるさと学講座」の中で、上里 

フォトコンテストを行い、ふるさとに対する理解を深め、郷土を大切

にする機運を育てる機会を提供することができました。 

続きまして２６ページ、基本目標９「文化芸術の振興について」、重

点施策２「伝統文化の保存と継続的な活用」をご覧ください。白丸２

つ目、郷土資料館等における活動・施設の充実では、学校での出前講

座や展示・歴史講座をはじめ、埼玉県や県埋蔵文化財調査事業団等と

連携した事業を実施し、町の歴史とその魅力を発信することができま

した。 

続きまして２７ページ、基本目標１０「スポーツの推進について」、

重点施策１「スポーツやレクリエーション活動の推進」をご覧くださ

い。白丸２つ目、健康づくりに対する機運の醸成では、「オクトーバ

ー・ラン＆ウォーク」に１２５名が参加するなど、自分のペースで気

軽に行える健康づくりの機会を提供することができました。 

最後に２９ページ「結びに」をご覧ください。上里町では国や県の

教育振興計画を受け、上里町教育行政重点施策において基本目標を定

めるとともに、その実現に向け取り組んでまいりました。今後も取組

が、計画に沿って効果的に行われているかどうかを検証し、点検及び

評価を行ってまいります。 

また、「教育委員会の事務の管理及び執行に関する点検及び評価報

告書」は、議会全員協議会での説明を経て、町のホームページに掲載

し、公表させていただきます。 

以上、「教育委員会の事務の管理及び執行に関する点検及び評価報

告書」の説明を終わらせていただきます。時間の関係上、雑駁な説明

になってしまい申し訳ありませんでした。ありがとうございました。 

 

それでは「教育委員会の事務の管理及び執行に関する点検及び評価

報告書」について、何かお聞きしたいことはございますか。 

 

＜特になし＞ 
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今、教育指導課長から説明がありましたが、議会全員協議会におい

て報告させていただき、議会終了後に町ホームページにも掲載の予定

です。 

 

それでは、４の教育長報告に移らせていただきます。 

別紙をご覧ください。前回の定例教育委員会の後から１０月上旬ま

での行事等でございます。 

前回の定例教育委員会の日の午後に今説明のあった「教育委員会の

事務の管理及び執行に関する点検及び評価報告書」について学識経験

者の方からご意見等をいただきました。８月２４日はラウンドワンで

「健康ボーリング教室」が行われました。翌日２５日はワープ上里で

「上里オバケヤシキフェス」があり、賑わっていました。８月２６日

は令和５年度決算審査の結果報告が監査委員からありました。８月 

３０・３１日は防災体験合宿が今年度もワープ上里で実施されました。

たします。９月１日は関東大震災朝鮮人犠牲者慰霊祭が安盛寺で執り

行われました。９月２日、２学期が始まりました。賀美小学校は２日

が開校記念日のため３日からでした。９月４日から定例議会がスター

トし、４日と５日が一般質問でした。９月１２日は第４回北部地区教

育長会議が秩父地方庁舎で行われました。９月１８日は保健センター

等複合施設の起工式が庁舎東側で行われました。この後、９月２９日

には町民バトミントン大会もありますが、ワープ上里で１０時から認

知症講演会がありますのでお時間がございましたら参加してくださ

い。１０月５日には「このはなマルシェ」がこのはなパークの芝生広

場で行われます。１０月６日は公民館・児童館祭りが、賀美、長幡、

七本木で行われます。１０月１２日は「米づくり体験教室」が上里東

小学校の西側で、稲刈りから天日干しまで行われます。また、午前中

に男女共同参画推進センターで「パパ・ママ☆ミーティング」という

ことで子育て世代と町長との意見交換会が行われます。 

私からは以上です。 

 

続きまして、その他の事項としまして、委員の皆様から何かござい

ますでしょうか。 

 

＜特になし＞ 

 

ないようですので、最後に次回の定例教育委員会の日程をお諮りい

たします。１０月２４日（火）午後２時３０分からお願いしたいと思

いますが、委員の皆様のご都合はいかがでしょうか。 
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たします。１０月２９日（火）午後２時３０分からお願いしたいと思

いますが、委員の皆様のご都合はいかがでしょうか。 

 

 ＜了解＞   

 

次回の定例委員会は、１０月２９日（火）午後２時３０分から、３

階の教育委員会室で行います。 

 

本日の議事につきましては、すべて終了いたしました。以上をもち

まして、９月の定例教育委員会を閉会とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署名人（教育長） 

 

会議録署名人（委員） 

 

会議録調製者（教育総務課長） 望月 誠 

 


